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件 名

根 拠 法 令

契 約 の 相 手 方

随意契約の理由

　本工事は、既設メーカーの独自技術に基づき設計施工されたエレベーター２基の更新工事である。
設置から３５年以上が経過しており、メーカーの推奨する更新年を超え、故障リスクが高まっているため、予防保
全の観点から更新工事を行う。対象のエレベーター２基は同じエレベーターシャフトに設置されており、同時期に
更新作業を行うことが必要となるが、施設運用上、エレベーター１台は稼働させるように求められている。
既存エレベーターと新設エレベーターのいずれかを活かし、施設運用に与える影響を最小限に抑える施工が必要
となるが、エレベーターの稼働を維持しつつ、安全確保しながら施工を行うことは、既設EVの製造者である上記業
者でなければ不可能である。以上の理由により、上記業者と随意契約する。

総合運動公園野球場昇降機設備更新工事
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